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こ
と
わ
り

　
本
号
に
お
い
て
は
、
前
々
号
に
引
き
つ
づ
き
、
客
家
柄
の
主
と
し
て
経
済
問
題
を
取
扱
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
他

の
各
将
と
と
も
に
、
ま
と
め
て
後
に
論
ず
る
こ
と
と
さ
せ
て
頂
く
。
ま
た
、
タ
イ
国
の
「
海
南
柄
（
諒
）
帑
」
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

神
戸
大
学
国
民
経
済
雑
誌
、
「
官
下
忠
雄
教
授
退
官
記
念
号
」
（
本
年
十
月
号
）
に
掲
載
さ
せ
て
頂
い
た
。
本
号
で
は
予
定
を
変
更
し

て
、
「
広
肇
柄
」
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
・
「
広
肇
柄
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
本
誌
の
第
二
〇
号
か
ら
第
二
六
号
ま
で
、
七
号
に

わ
た
っ
て
「
三
藩
市
唐
人
指
の
社
会
構
造
」
―
（
広
肇
偕
の
一
典
型
ー
一
、
ニ
、
三
、
四
、
五
、
六
、
七
）
で
概
観
し
た
。

　
さ
ら
に
、
拙
著
「
東
洋
経
済
史
研
究
Ｉ
」
（
千
倉
書
房
、
昭
和
四
十
五
年
八
月
発
行
）
の
第
一
章
、
第
三
節
に
お
い
て
、
明
治
年
間
の

「
広
柄
の
進
出
」
、
な
ら
び
に
同
第
三
章
「
華
僑
資
本
の
前
期
的
性
格
ー
マ
レ
イ
シ
ア
の
陸
佑
財
閥
を
中
心
と
し
て
」
に
、
広
州

府
新
会
県
出
身
の
華
僑
資
本
の
前
期
的
性
格
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
。
本
稿
に
関
連
し
て
参
照
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ

　
　
　
タ
イ
国
に
お
け
る
華
僑
社
会
の
構
造
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る
。

　
　
　
　
　
　
　
一
　
広
章
帑
の
発
展
の
経
過

　
海
商
都
市
と
し
て
の
広
州
=
広
州
、
い
わ
ゆ
る
広
東
は
、
広
東
省
の
東
証
・
西
江
・
北
江
の
三
大
河
の
合
流
す
る
珠
江
の
北
岸
に

所
在
し
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
帆
船
貿
易
時
代
に
中
国
大
陸
の
貿
易
都
市
と
し
て
主
要
な
役
割
を
果
し
、
今
日
で
も
毎
年
広

州
交
易
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
広
州
府
は
珠
江
を
中
心
と
し
て
、
西
南
方
へ
の
西
江
の
デ
ル
タ
地
帯
の
肥
沃
な
稲
作
地
帯
を
擁

し
、
農
産
品
も
豊
富
で
あ
り
、
内
外
交
通
の
要
衝
で
も
あ
っ
た
。

　
肇
慶
府
は
、
広
東
省
西
北
部
か
ら
広
西
省
に
溯
っ
て
い
く
西
江
の
南
北
を
占
め
、
自
然
条
件
的
、
経
済
的
に
海
商
都
市
と
し
て
の

広
州
に
は
お
よ
ば
な
か
っ
た
が
、
言
語
的
に
「
広
府
語
」
を
用
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
府
は
連
合
し
て
「
広
肇
帑
」
を
内
外
各
地
に

形
成
す
る
場
合
が
少
く
な
か
っ
た
。

　
広
州
に
は
す
で
に
唐
代
に
、
旧
唐
書
巻
ハ
、
な
ら
び
に
新
唐
書
柳
沢
伝
に
ょ
れ
ば
、
玄
宗
の
開
元
二
年
（
七
一
四
）
に
、
外
国
貿

易
を
取
締
る
市
舶
司
の
制
度
が
存
在
し
て
い
岨
中
世
海
上
を
へ
て
の
ア
ラ
ビ
ア
商
人
の
渡
来
と
と
も
に
、
海
商
都
市
と
し
て
の
発

達
を
み
て
い
た
。
唐
末
黄
巣
の
乱
の
た
め
一
時
衰
退
し
た
が
、
宗
代
開
宝
四
年
（
九
七
一
）
に
は
再
度
市
舶
司
が
設
置
さ
れ
た
。
元

祐
二
年
（
一
〇
八
七
）
に
は
、
泉
州
に
市
舶
司
が
お
か
れ
、
そ
の
ほ
か
、
明
州
・
杭
州
・
温
州
・
密
州
に
も
市
前
司
制
度
が
整
備
さ

れ
た
。

　
だ
が
、
こ
れ
ら
の
中
国
の
諸
海
商
都
市
は
何
れ
も
同
時
代
十
二
、
三
世
紀
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
の
ゼ
ノ
ア
・
ピ
サ
・
ベ
ネ
ツ
ィ
ア

　
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
等
の
海
商
都
市
と
は
、
そ
の
都
市
構
成
の
点
で
、
非
常
な
相
違
が
み
ら
れ
た
。
後
者
の
そ
れ
ら
は
貨
幣
経
済
の
進
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展
と
と
も
に
、
封
建
的
諸
勢
力
を
廃
除
し
て
、
自
由
都
市
国
家
と
し
て
独
立
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
成
立
を
み
て
い
た
。
こ
れ
に

反
し
て
、
中
国
の
諸
海
商
都
市
は
、
な
お
各
都
市
に
は
、
官
僚
の
城
砦
と
し
て
の
県
城
が
あ
っ
て
、
専
制
政
治
、
も
し
く
は
封
建
的

官
僚
政
治
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
。
都
市
の
住
民
で
あ
る
商
人
階
級
は
幾
多
の
商
税
、
ま
た
は
売
買
を
強
制
す
る
官
市
の
制
度
の
圧
政

下
に
甘
ん
じ
て
お
り
、
時
と
し
て
は
官
僚
に
対
し
て
暴
動
を
起
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
つ
い
に
終
始
政
治
的
都
市
自
由
の
特
権
を
獲

得
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
い
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
実
現
は
み
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、
中
国
の
諸
都
市
は
古
代
の
意
味
に
お
け

る
都
市
国
家
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
ヨ
ｌ
ロ
ッ
パ
中
世
に
お
け
る
都
市
法
の
ご
と
き
も
の
も
知
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
東
洋
と
西

洋
の
基
本
的
な
相
違
が
み
い
だ
さ
れ
る
。

　
だ
が
、
中
国
で
は
上
層
の
官
僚
専
制
政
治
と
は
一
線
を
画
し
な
が
ら
も
、
民
間
商
人
社
会
は
「
潜
運
黙
移
」
の
態
勢
で
、
い
つ
し

か
自
主
的
に
強
固
な
自
治
機
構
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
は
み
す
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
何
れ
に
も
せ
よ
、
元
代
も
旧
制
を
踏
襲
し
て
海
上
貿
易
を
奨
励
し
て
広
州
以
外
の
七
ケ
所
に
市
舶
司
制
度
を
設
け
て
い
た
。

　
明
代
で
も
、
洪
武
三
年
（
一
三
七
〇
）
広
州
・
泉
州
・
寧
波
に
市
舶
司
が
設
け
ら
れ
た
が
、
明
代
で
は
、
海
外
貿
易
は
委
縮
し
て
、

市
舶
司
制
度
は
、
単
に
中
央
の
朝
貢
受
理
機
関
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。
「
貢
舶
と
市
舶
は
一
事
な
り
」
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て

朝
貢
船
で
な
け
れ
ば
互
市
貿
易
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
清
代
で
は
、
康
煕
二
十
二
年
（
一
六
八
三
）
に
広
東
・
福
建
・
浙
江
の
三
省
に
は
海
関
が
お
か
れ
、
翌
康
煕
二
十
三
年
海
禁
が
と

か
れ
た
。
貢
舶
は
衰
退
し
た
が
、
か
え
っ
て
市
舶
貿
易
の
発
展
を
み
た
。
貿
易
は
三
地
方
分
離
主
義
が
採
用
さ
れ
、
浙
江
省
の
寧
波

に
は
長
崎
と
の
弁
鋼
貿
易
に
従
事
す
る
「
両
局
（
官
商
と
民
商
）
会
館
」
が
お
か
れ
、
福
建
省
の
厦
門
に
は
、
南
洋
に
出
海
貿
易
す
る

貿
易
独
占
団
体
と
し
て
の
「
厦
門
洋
行
」
が
設
置
さ
れ
、
広
州
に
は
、
西
欧
諸
国
か
ら
来
航
す
る
諸
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
貿
易
を
専
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管
す
る
「
広
東
十
三
行
」
、
も
し
く
は
「
公
行
制
度
」
が
広
州
省
城
西
関
外
珠
江
に
面
す
る
と
こ
ろ
に
設
置
さ
れ
、
広
州
の
海
商
都

市
と
し
て
の
異
常
な
発
達
を
み
、
英
清
間
ア
ヘ
ン
戦
争
に
お
よ
ぶ
ま
で
存
続
し
た
。
省
城
外
の
公
行
制
度
と
は
別
に
広
州
省
城
内
に

は
、
「
郷
帑
」
で
な
く
、
「
業
帑
」
の
集
成
団
体
と
し
て
の
「
西
共
党
七
十
二
行
」
が
い
つ
し
か
成
立
し
、
後
の
広
州
市
商
会
（
一
九

〇
五
年
創
立
、
創
立
当
初
名
、
広
州
商
務
総
会
）
と
な
り
、
有
力
な
広
州
精
と
し
て
の
商
人
社
会
が
形
成
さ
れ
て
犬
刎
。

　
広
州
帑
と
し
て
の
西
共
堂
七
十
二
行
が
い
か
に
有
力
な
も
の
に
成
長
し
て
い
っ
た
か
は
、
一
九
〇
五
年
ア
メ
リ
カ
の
中
国
移
民
排

斥
法
と
、
ア
メ
リ
カ
資
本
に
よ
る
粤
漢
鉄
路
（
広
州
ー
漢
口
）
建
設
に
反
抗
し
て
、
中
国
と
し
て
は
始
め
て
の
対
外
ボ
イ
コ
ッ
ト
運

動
を
ア
メ
リ
カ
大
陸
各
地
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
・
日
本
・
中
国
各
開
港
都
市
に
進
出
し
て
い
た
本
帑
の
ネ
ッ
ト
・
ワ
ー
ク
の
も
と

に
、
対
米
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
効
果
的
に
展
開
し
た
。
移
民
排
斥
法
の
廃
止
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
、
粤
漢
鉄
路
建
設
権
を
放
棄
せ
し

め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
省
城
内
外
の
広
州
帑
は
株
式
資
本
を
募
集
し
て
粤
漢
鉄
路
建
設
の
自
弁
経
営
に
一
旦
は
成
功
し
た
が
、
清

朝
官
僚
政
治
の
圧
力
に
屈
服
せ
し
め
ら
れ
、
そ
の
後
の
辛
亥
革
命
を
促
進
せ
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
広
肇
帑
の
進
出
＝
広
州
商
人
は
外
国
貿
易
の
実
際
と
外
国
語
に
習
熟
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
香
港
方
面
に
根
拠
を
お
く
外
国
資
本

に
随
伴
す
る
か
、
自
主
的
に
国
内
の
厦
門
・
上
海
・
漢
口
・
重
慶
・
牛
荘
・
煙
台
等
の
諸
開
港
都
市
に
進
出
す
る
の
み
な
ら
ず
、
海

外
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ビ
ル
マ
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
等
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

の
開
港
諸
都
市
の
み
な
ら
ず
、
奥
地
開
発
に
も
進
出
し
た
。
商
人
を
主
体
と
す
る
珠
江
沿
岸
の
広
州
省
誠
に
近
接
す
る
南
海
県
・
番

禹
県
・
順
徳
県
の
三
巴
集
団
の
ほ
か
に
、
広
州
西
南
方
の
西
江
デ
ル
タ
の
稲
作
地
帯
の
新
会
県
・
台
山
県
・
開
平
県
・
恩
平
県
の
四

邑
集
団
、
も
し
く
は
客
家
専
任
の
赤
渓
県
・
肇
慶
府
の
鶴
山
県
を
ふ
く
め
て
の
六
巴
集
団
（
古
岡
州
六
邑
集
団
）
は
重
労
働
者
、
な
い

し
は
手
職
人
と
し
て
進
出
し
て
い
っ
た
〇
ま
た
、
肇
慶
府
の
西
江
南
方
の
高
要
県
・
高
明
県
等
か
ら
も
料
理
業
職
人
、
な
い
し
は
重
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労
働
者
と
し
て
、
と
く
に
ア
ヘ
ン
戦
争
に
よ
る
開
国
後
積
極
的
に
そ
の
進
出
を
み
て
い
た
。
　

出
先
の
各
地
に
は
、
広
肇
会
館
（
バ
ン
コ
ッ
ク
）
・
広
肇
公
所
（
上
海
）
・
広
業
公
所
（
神
戸
）
・
広
東
会
館
（
厦
門
）
等
、
名
称
は
必

ず
し
も
一
様
で
は
な
か
っ
た
が
、
広
肇
系
集
団
の
勢
力
は
開
国
以
降
辛
亥
革
命
前
後
あ
た
り
ま
で
は
、
進
出
各
地
で
各
帑
を
圧
倒
し

て
い
た
。

　
上
海
広
肇
公
所
の
成
立
＝
イ
ギ
リ
ス
資
本
の
上
海
進
出
に
際
し
て
、
怡
和
洋
行
＝
J
a
r
d
i
n
e
｡

M
a
t
h
e
s
0
巴
'
階
C
o
･
（
一
八
三
二
年

設
立
、
現
存
）
、
太
古
洋
行
=
　
B
u
t
t
e
r
f
i
e
l
d

&

S
w
i
r
e
（
一
八
六
七
年
設
立
、
現
存
）
、
奉
和
洋
行
＝
R
e
i
s
s

&
C
o
･
（
一
八
四
六
年
設
立
、

一
九
二
三
年
整
理
）
等
の
イ
ギ
リ
ス
系
資
本
は
輸
出
入
貿
易
・
海
運
・
保
険
・
倉
庫
・
埠
頭
・
工
場
等
を
創
設
す
る
場
合
、
広
州
人
を

仲
立
人
の
一
変
型
と
し
て
の
買
弁
＝
c
o
{
召
M
d
o
S
と
し
て
大
い
に
活
用
し
て
い
た
。

　
上
海
開
港
初
期
に
は
、
商
人
・
官
吏
の
外
省
か
ら
来
集
す
る
も
の
は
広
肇
両
府
人
が
も
っ
と
も
多
数
を
占
め
、
県
城
内
に
広
肇
会

館
の
建
設
を
み
て
い
た
が
、
太
平
天
国
の
乱
の
際
に
兵
火
に
あ
っ
て
焼
失
し
た
た
め
、
同
治
十
一
年
（
一
八
七
二
）
に
お
よ
ん
で
、

広
東
出
身
の
葉
顧
之
が
上
海
の
知
県
と
し
て
赴
任
を
み
る
と
と
も
に
、
徐
雨
之
・
潘
爵
臣
ら
と
と
も
に
、
二
擺
渡
地
方
の
呉
氏
宅
の

所
有
地
十
畝
を
銀
三
万
一
千
両
で
買
収
し
て
い
た
も
の
を
、
広
肇
公
所
建
設
の
た
め
原
価
で
譲
渡
を
う
け
る
こ
と
と
し
て
、
同
県
人

達
か
ら
、
一
万
八
百
両
を
募
金
し
、
不
足
分
は
麦
加
判
銀
行
＝
T
h
e

M
e
r
c
a
n
t
i
l
eB
a
n
k
か
ら
土
地
を
担
保
と
し
て
調
達
し
、
広

肇
両
県
の
経
理
の
も
と
に
、
上
海
広
肇
公
所
を
再
現
し
て
同
郷
連
絡
、
外
侮
防
禦
、
公
益
促
進
に
役
立
た
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

懸
同
公
所
の
「
規
条
開
列
」
に
よ
れ
ば
、
公
所
は
公
事
の
集
義
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
意
見
の
一
致
を
み
な
い
場
合
は
十
人
中

六
ヽ
七
人
の
意
見
の
一
致
、
す
な
わ
ち
多
数
決
で
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
罪
な
く
し
て
他
人
に
欺
侮
さ
れ
る
か
、
拘
引
さ
れ

る
場
合
は
、
公
所
は
保
釈
を
申
請
し
、
同
郷
店
舗
を
し
て
保
人
を
立
て
た
。
た
だ
し
、
官
府
へ
の
訴
訟
の
案
件
に
対
し
て
は
、
公
所
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は
不
問
に
附
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。

　
普
通
一
般
の
事
件
は
熱
心
な
議
員
の
処
理
に
ま
か
さ
れ
、
重
大
な
要
件
は
董
事
と
議
員
に
通
知
し
て
、
臨
時
会
議
を
開
き
、
公
同

表
決
に
附
さ
れ
た
。
公
所
の
事
務
繁
雑
の
際
は
分
科
し
て
、
協
力
に
よ
り
処
理
し
た
。
紛
争
の
生
じ
た
場
合
は
、
訴
訟
に
ょ
ら
な
い

で
公
平
に
排
難
解
紛
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
。
大
集
会
議
で
要
件
の
通
過
を
み
な
い
場
合
は
、
記
名
投
票
の
多
数
決
に
よ
る

こ
と
と
し
て
い
た
。
董
事
数
は
三
〇
名
、
議
員
数
は
一
五
〇
名
で
、
毎
年
十
二
月
に
次
年
度
の
董
事
・
議
員
を
公
挙
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

　
公
所
・
義
学
堂
・
山
荘
と
、
そ
の
ほ
か
寄
附
金
の
財
政
報
告
に
つ
い
て
は
、
四
人
の
大
司
月
が
春
季
・
夏
季
・
秋
季
・
冬
季
に
つ

い
て
監
査
し
、
そ
の
収
支
・
実
存
・
虧
欠
・
産
業
・
往
来
存
欠
項
に
つ
い
て
、
毎
年
発
行
さ
れ
る
進
支
徴
信
録
に
正
確
に
報
告
さ
れ

て
い
た
。
同
公
所
は
、
三
元
宮
内
と
、
六
済
堂
内
に
「
広
肇
義
学
堂
」
を
設
置
し
、
医
療
に
関
し
て
は
広
済
医
院
が
あ
っ
た
。
墓
地

と
し
て
は
、
「
嶺
南
山
荘
」
と
「
広
肇
山
荘
」
と
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

　
当
時
の
上
海
の
広
肇
帑
の
指
導
者
層
と
し
て
は
、
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
の
股
東
の
簡
氏
一
族
（
南
海
人
）
、
先
施
百
貨
公
司
・
新
新

百
貨
公
司
の
経
営
者
の
周
寿
臣
・
陳
炳
謙
・
労
敬
修
、
永
安
百
貨
公
司
・
永
安
水
火
保
険
公
司
・
永
安
人
寿
保
険
公
司
・
永
安
紡
織

公
司
の
創
設
者
の
郭
泉
・
郭
順
一
家
、
怡
和
洋
行
=
　
T
a
r
d
i
n
e
｡

]
く
[
a
t
h
e
s
o
n

&
C
o
･
の
買
弁
で
も
あ
り
、
怡
和
紗
廠
有
限
公
司
の

董
事
で
も
あ
っ
た
潘
志
銓
・
潘
澄
波
（
新
会
県
）
の
一
族
等
が
、
上
海
初
期
の
経
済
建
設
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。
後
年
辛
亥

革
命
の
成
立
後
は
地
元
の
江
蘇
・
浙
江
の
江
浙
財
閥
、
こ
と
に
浙
江
省
の
寧
波
精
の
進
出
に
ょ
っ
て
、
そ
の
勢
力
の
交
代
と
な
り
、

広
肇
精
の
後
退
を
み
て
い
っ
た
。

　
以
上
、
戦
前
の
「
上
海
広
肇
公
所
」
に
つ
い
て
、
瞥
見
し
た
が
、
右
は
当
時
の
国
内
主
要
開
港
諸
都
市
の
そ
れ
ら
と
、
そ
の
概
容
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「吉隆坡広肇会館七十週年紀念持刊」一九五七年出版，第一頁所載

は
共
通
し
、
そ
れ
は
ま
た
今
日
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら

太
平
洋
沿
岸
諸
国
の
諸
都
市
に
お
け
る
広
肇
毎
集
団
の
機

構
と
職
能
と
も
、
ほ
ぼ
共
通
し
、
タ
ィ
国
バ
ン
コ
ッ
ク
に

お
け
る
「
泰
京
広
肇
会
館
」
の
現
状
と
も
、
な
ん
ら
か
わ

る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
。

　
　
二
　
泰
京
広
肇
会
館
の
成
立
経
過

　
タ
イ
国
へ
の
広
肇
荷
の
進
出
＝
広
肇
属
の
タ
ィ
国
へ
の

進
出
は
、
光
緒
初
年
（
一
八
七
五
）
ご
ろ
か
ら
で
あ
っ
て
、

本
国
に
お
け
る
太
平
天
国
の
乱
（
一
八
五
〇
ｌ
一
八
六
四
）
、

広
東
省
西
南
部
の
西
路
事
件
（
一
八
五
四
ｌ
一
八
六
七
）
の

一
応
落
着
を
み
て
か
ら
で
あ
っ
て
、
潮
州
毎
や
客
家
毎
の

進
出
よ
り
遅
れ
て
い
た
。
だ
が
、
集
団
組
織
の
結
成
に
は

他
毎
に
先
ん
じ
て
、
光
緒
三
年
（
一
八
七
七
）
広
肇
毎
の

領
袖
「
王
晋
郷
」
（
広
東
省
東
莞
県
人
）
、
鐘
超
灼
（
福
如
、

広
東
省
台
山
県
人
、
一
八
四
八
ｌ
一
九
〇
六
）
、
葬
珍
保
（
広
東

省
新
会
県
人
、
一
九
〇
四
没
）
ら
に
よ
っ
て
、
広
肇
其
の
集
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中
す
る
チ
ャ
ル
ク
ル
ン
路
（
石
竜
軍
路
）
に
「
広
肇
別
墅
」
を
創
建
し
た
。
こ
の
広
肇
別
墅
は
、
同
郷
の
情
誼
の
連
絡
、
自
治
団
結
の

ほ
か
、
広
肇
山
荘
（
墓
地
）
、
広
肇
医
局
・
広
肇
公
学
・
保
良
局
（
騙
来
婦
女
子
の
保
護
）
、
排
難
解
紛
の
仲
裁
公
断
処
等
の
公
益
諸
事

業
の
設
置
を
行
っ
て
い
た
が
、
政
府
に
登
記
し
た
法
定
団
体
で
な
く
、
本
国
の
場
合
と
同
様
自
然
的
・
自
主
的
に
い
つ
し
か
自
治
機

構
が
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
本
国
民
間
社
会
で
の
慣
行
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
た
。

　
一
九
一
九
年
に
は
、
「
広
肇
例
墅
」
の
名
を
取
消
し
て
、
広
肇
公
学
・
広
肇
医
院
総
弁
事
処
（
簡
称
、
広
肇
総
弁
事
処
）
と
改
名
さ

れ
た
。
過
去
の
別
墅
経
費
が
富
商
・
商
店
・
工
場
の
有
力
者
達
の
み
の
負
担
に
よ
っ
て
い
た
が
、
当
時
の
不
況
か
ら
し
て
、
広
肇
帑

全
員
の
経
費
負
担
に
よ
る
財
政
改
革
と
、
公
益
諸
事
業
の
拡
大
化
を
は
か
っ
た
。
民
国
二
十
四
年
（
一
九
三
五
）
に
お
よ
ん
で
、
始

め
て
政
府
に
登
記
し
、
翌
二
十
五
年
（
一
九
三
六
）
五
月
、
「
泰
京
広
肇
会
館
」
を
正
式
名
と
し
て
、
登
記
設
立
さ
れ
た
。

　
同
会
館
は
、
バ
ン
コ
ッ
ク
広
肇
偕
の
集
中
地
帯
の
チ
ヤ
ル
ク
ル
ン
路
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
光
緒
三
年
（
一
八
七
七
）
広
肇
別
墅

開
設
当
時
の
広
肇
人
は
二
、
〇
〇
〇
名
程
度
で
あ
っ
た
が
、
Ｇ
・
Ｗ
・
ス
キ
ン
ナ
ー
の
統
計
で
は
、
タ
イ
国
に
お
け
る
広
肇
精
人

口
は
、
潮
州
系
（
一
二
九
万
人
）
、
客
家
系
（
三
七
万
人
）
、
海
南
系
（
二
七
万
人
）
に
つ
い
で
、
第
４
位
で
一
六
二
、
〇
〇
〇
名
（
一
九

五
五
年
度
）
を
算
し
て
い
る
。

　
本
会
館
の
成
立
経
過
と
、
そ
の
職
能
は
前
述
の
上
海
広
肇
公
所
と
か
わ
る
と
こ
ろ
な
く
、
ま
た
広
肇
精
が
上
海
で
漸
次
外
省
帑

　
（
他
省
精
）
、
こ
と
に
寧
波
偕
に
圧
迫
さ
れ
、
広
肇
帑
勢
力
の
後
退
を
み
て
き
て
い
る
こ
と
も
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
広
肇
系
が
概
し
て
保
守
的
特
性
が
つ
よ
く
、
近
化
代
へ
の
転
換
に
立
ち
遅
れ
て
い
る
結
果
と
い
え
よ
う
。

　
広
肇
公
学
の
成
立
＝
清
末
に
お
よ
ん
で
学
校
の
設
立
に
迫
ま
ら
れ
た
が
、
多
く
は
私
塾
に
類
す
る
も
の
で
、
今
日
で
は
明
ら
か
に

さ
れ
え
な
い
が
、
宣
統
三
年
（
一
九
一
一
）
広
肇
別
墅
内
に
汪
精
衛
ら
を
主
持
と
し
て
、
華
益
学
校
の
設
立
を
み
た
が
、
三
字
経
・
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四
書
等
を
科
目
と
す
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
民
国
三
年
（
一
九
一
四
年
）
に
お
よ
ん
で
、
改
め
て
「
広
肇
公
学
」
の
前
身
と
し

て
の
七
〇
名
定
員
の
「
明
徳
学
校
」
が
広
肇
別
墅
内
の
現
在
の
広
肇
医
院
の
地
に
設
立
さ
れ
、
そ
の
翌
年
さ
ら
に
規
模
拡
大
し
て
黄

求
標
（
新
会
県
人
）
、
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
等
の
出
損
に
よ
っ
て
三
層
洋
楼
の
建
設
を
み
、
旧
四
・
三
制
（
初
小
四
年
・
高
小
三
年
）
か

ら
、
一
九
二
四
年
に
は
六
・
三
・
三
制
を
採
用
し
て
ー
、
学
生
数
は
三
百
余
名
に
増
加
し
て
い
た
。
一
Ｌ
九
三
一
年
に
は
、
別
に
七

星
媽
処
に
設
立
さ
れ
て
い
た
「
坤
徳
学
校
」
（
女
子
）
が
明
徳
学
校
に
合
併
し
て
男
女
同
学
と
し
、
一
九
三
二
年
「
広
肇
公
学
第
一

校
」
の
成
立
を
み
た
。
さ
ら
に
、
同
年
先
に
一
九
二
五
年
に
梁
氏
宗
祠
内
に
設
立
さ
れ
て
い
た
華
南
学
校
と
、
一
九
二
六
年
に
ス
リ

ォ
ン
路
に
設
立
さ
れ
て
い
た
潔
芳
女
校
を
吸
収
し
、
華
南
学
校
の
あ
と
に
両
校
は
合
併
し
て
「
広
肇
公
学
第
二
校
」
と
し
て
、
広
肇

会
館
の
接
弁
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　
タ
イ
語
教
育
が
推
進
さ
れ
、
華
校
が
圧
迫
さ
れ
る
と
と
も
に
、
広
肇
公
学
は
一
九
三
九
年
十
月
閉
鎖
せ
し
め
ら
れ
た
。
第
二
次
大

戦
後
、
復
校
運
動
が
起
り
、
一
九
四
七
年
三
月
か
ら
開
学
し
た
が
、
学
生
数
は
漸
く
二
百
名
程
度
で
あ
っ
た
。
一
九
五
四
年
六
月
、

も
と
広
肇
山
荘
の
あ
と
に
新
校
舎
が
開
設
さ
れ
、
「
広
肇
学
校
」
＝
内
W
o
凛
C
h
o
w

S
c
h
o
o
l
と
改
名
さ
れ
た
。
当
時
は
四
年
生
の

小
学
校
の
み
で
あ
っ
た
が
、
タ
イ
国
教
育
部
の
七
年
制
に
対
し
て
、
改
め
て
一
九
六
五
年
二
月
、
広
肇
中
学
＝
S
a
w
a
n
g

W
e
l
t
a
n
a

M
i
d
d
l
eS
c
h
o
o
l
を
広
肇
学
校
内
に
併
設
し
た
。

　
な
お
、
今
日
の
タ
イ
国
に
お
け
る
華
校
に
関
す
る
大
き
な
問
題
は
、
タ
イ
文
教
育
に
重
点
が
お
か
れ
、
華
文
教
育
は
週
五
時
限
程

度
に
の
み
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
各
大
学
専
門
校
に
お
い
て
も
、
華
文
は
選
修
科
と
し
て
お
か
れ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
著
文
の
学
修
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
子
弟
達
の
著
文
教
育
の
程
度
が
漸
次
お
ち
て
い
き
、
さ
ら
に
、
タ
イ
文

教
師
に
比
較
し
て
華
文
教
師
の
優
遇
と
資
格
獲
得
の
困
難
な
こ
と
も
、
そ
の
傾
向
を
深
め
て
い
る
。
漸
く
家
庭
教
育
と
寄
宿
舎
制
度
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に
よ
っ
て
、
そ
の
欠
陥
を
補
完
す
る
こ
と
に
つ
と
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
財
政
難
が
そ
の
困
難
を
加
重
せ
し
め
て
い
る
。

　
華
僑
が
タ
イ
籍
を
取
得
し
て
も
、
そ
の
社
会
経
済
活
動
が
広
汎
な
地
域
に
分
布
す
る
組
織
網
を
活
用
す
る
場
合
、
当
然
華
語
の
必

要
に
迫
ま
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
、
現
地
文
化
よ
り
も
黄
帝
の
子
孫
と
し
て
の
中
華
文
化
に
固
執
す
る
だ
け
に
、
華
文
教
育
が
枠
外
に

推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
と
に
保
守
的
な
広
府
語
に
固
執
す
る
広
肇
輩
で
は
否
定
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
広
肇
墳
場
（
広
肇
山
荘
）
＝
海
外
で
中
国
人
の
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
精
霊
信
仰
か
ら
し
て
、
死
体
に
宿
る
魂
魄
の
愛
郷
心
を
充
す

た
め
、
棺
柩
に
収
め
、
故
郷
へ
回
棺
す
る
事
宜
が
み
ら
れ
た
が
、
こ
の
故
郷
へ
の
運
棺
の
事
宜
は
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
と
と
も

に
、
不
可
能
と
な
っ
て
、
居
住
国
の
墓
地
に
埋
葬
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
。
広
肇
墳
場
の
最
初
の
名
称
は
広
肇
山
荘

で
あ
っ
て
、
光
緒
十
年
（
一
八
八
四
）
シ
ー
ロ
ム
路
に
あ
っ
た
。
初
め
は
広
肇
学
校
内
に
鐘
超
灼
（
福
如
、
台
山
県
人
）
ら
に
よ
っ
て

設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
民
国
二
十
一
年
（
一
九
三
二
）
に
、
環
境
衛
生
の
た
め
と
面
積
狭
少
と
な
っ
た
た
め
、
黄
求
標
（
新
会
県
人
、

一
八
六
〇
ー
一
九
四
一
、
建
築
業
者
）
ら
に
よ
っ
て
、
郊
外
の
遠
く
離
れ
た
角
賛
区
に
、
七
、
七
〇
〇
哇
の
広
大
な
面
積
を
も
つ
「
広

肇
墳
場
」
が
新
設
さ
れ
た
。
民
国
三
十
七
年
（
一
九
四
八
）
に
は
、
さ
ら
に
理
事
長
黄
鴻
秋
（
台
山
県
人
）
ら
に
よ
っ
て
、
墓
地
を
拡

大
し
て
、
総
面
積
一
〇
、
六
五
一
哇
と
し
た
。
な
お
、
面
積
の
余
地
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
民
国
五
十
三
年
（
一
九
六
四
）
バ
ン
コ

ッ
ク
か
ら
7
8
キ
ロ
離
れ
た
と
こ
ろ
の
仏
統
甘
烹
盛
地
区
に
、
二
〇
〇
莱
の
巨
大
な
面
積
を
購
入
す
る
こ
と
と
な
り
、
「
建
設
仏
統
新

牧
場
計
画
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
た
。

　
こ
の
墳
墓
の
建
設
に
は
、
資
本
家
層
か
ら
、
下
層
の
労
働
者
・
職
人
達
に
い
た
る
ま
で
、
「
有
銭
出
銭
、
有
力
出
力
」
の
原
則
で
、

同
輩
全
体
の
総
力
を
あ
げ
て
、
推
進
さ
れ
た
。
な
お
、
同
輩
の
一
九
五
八
ー
六
七
年
に
お
よ
ぶ
」
○
年
間
の
死
亡
者
数
は
二
、
四

四
六
名
を
算
し
て
い
る
。
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広
肇
医
院
の
設
立
＝
バ
ン
コ
ッ
ク
に
お
け
る
広
肇
将
は
、
他
の
各
将
に
先
だ
っ
て
、
広
肇
別
墅
落
成
後
十
七
年
、
光
緒
二
十
九
年

（
一
九
〇
三
）
同
郷
の
鐘
寿
山
・
梁
寿
山
ら
の
領
導
の
も
と
に
、
三
〇
、
六
〇
〇
八
ー
ツ
を
も
っ
て
「
広
肇
医
局
」
を
開
設
し
た
。

別
墅
内
に
設
置
さ
れ
、
当
初
は
規
模
小
で
あ
っ
て
、
貧
病
同
郷
の
た
め
の
み
の
診
察
、
入
院
を
目
的
と
し
て
犬
縦

　
こ
の
広
肇
医
局
創
設
の
直
後
、
光
緒
三
十
一
年
（
一
九
〇
五
）
に
、
全
僑
性
的
立
場
で
「
泰
京
天
華
医
院
」
が
、
三
角
路
に
劉
継

賓
（
潮
安
県
）
、
五
淼
源
（
梅
県
客
家
）
、
高
暉
石
（
澄
海
県
）
、
王
杏
洲
（
中
山
県
）
、
劉
聰
敏
（
厦
門
）
、
張
見
三
（
潮
安
県
）
の
六
名
を

発
起
人
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
潮
州
の
韓
江
派
（
澄
海
・
饒
平
・
潮
安
の
三
県
）
を
主
体
と
し
て
、
客
・
福
・
広
各
将
の
参
加
を
み
て

い
る
。

　
　
「
天
華
医
院
」
の
創
設
費
は
、
一
五
三
、
二
二
〇
バ
ー
ツ
を
算
し
て
い
懸
こ
の
天
華
医
院
は
、
香
港
の
「
東
華
医
院
」
（
一
八

七
〇
年
設
立
）
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
「
同
済
医
院
」
（
一
八
六
七
年
設
立
）
を
モ
デ
ル
と
す
る
社
会
的
、
時
と
し
て
は
政
治
的
な
ウ
ェ
イ

ト
を
も
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
香
港
の
「
東
華
医
院
」
の
董
事
会
の
ご
と
き
は
、
同
地
の
中
国
人
社
会
自
治
機
構
の
中
心
的
存
在
と

し
て
の
役
割
を
も
果
し
て
い
る
。

　
全
僑
性
的
「
天
華
医
院
」
の
創
設
を
み
て
も
、
広
肇
医
局
は
そ
れ
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
独
自
の
発
展
を
と
げ
、
広

肇
将
の
将
的
団
結
性
の
強
固
さ
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
民
国
二
十
一
年
（
一
九
三
二
）
広
肇
別
墅
が
「
広
肇
公
学
医
院
総
弁
事
処
」

に
改
組
さ
れ
た
と
き
に
、
医
院
の
拡
充
を
み
、
広
肇
医
局
を
「
広
肇
医
院
」
と
改
名
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
漢
方
医
術
に
よ
る
治
療
の

ほ
か
、
西
医
部
・
女
留
医
室
・
助
産
部
が
新
設
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
民
国
四
十
二
年
（
一
九
五
三
）
に
は
、
洋
式
三
層
楼
の
現
代
化

さ
れ
た
医
院
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
同
県
の
個
人
・
商
号
・
工
友
等
の
合
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
医
師
達
は
同
帑
の
人
材
か
ら

選
ば
れ
て
い
た
。
現
在
で
は
、
「
西
医
部
」
、
「
Ｘ
光
室
」
、
「
化
験
室
」
、
「
助
産
部
」
、
「
中
医
部
」
に
ょ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
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財
政
的
に
は
、
学
校
と
医
院
は
収
支
相
償
わ
な
い
が
、
墓
地
と
福
寿
会
（
ギ
ル
ド
保
険
）
の
経
営
の
方
は
か
な
り
の
収
支
の
余
裕
を

み
て
お
り
、
学
校
、
医
院
に
関
す
る
会
館
経
費
の
不
足
額
を
補
い
、
さ
ら
に
富
商
巨
費
の
出
損
で
補
填
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
広
肇
会
館
の
成
立
経
過
と
、
そ
の
三
大
事
業
と
し
て
の
広
肇
学
校
・
広
肇
墳
場
・
広
肇
医
院
の
成
立
拡
充
に
つ
い
て
概
観

し
た
。
以
下
、
本
会
館
の
構
造
と
職
能
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
そ
の
構
造
と
職
能
分
析

　
四
邑
靭
の
優
位
＝
「
泰
京
広
肇
会
館
」
の
創
弁
人
の
う
ち
に
は
、
王
晋
郷
（
東
莞
県
人
、
恵
広
堂
薬
材
綢
緞
業
、
一
九
一
〇
没
）
が
い

る
が
、
他
は
四
邑
（
新
会
・
台
山
・
開
平
・
恩
平
の
四
県
）
が
多
数
を
占
め
、
そ
れ
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
三
邑
（
南
海
・
番
禹

　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
う
ひ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ヤ
イ
ナ
タ
ウ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

・
順
徳
の
三
県
）
と
、
肇
慶
府
集
団
か
ら
成
立
し
て
い
る
点
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
唐
人
街
と
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と

は
、
本
会
館
創
立
当
初
の
広
肇
別
墅
時
期
の
初
代
か
ら
の
総
理
・
主
席
・
理
事
長
を
歴
任
し
て
き
た
二
二
名
に
つ
い
て
、
そ
の
出
身

地
別
に
観
察
す
る
と
、
次
の
通
り
と
な
る
。

　
　
台
山
県
出
身
者
　
一
二
名

　
　
新
会
県
出
身
者
　
　
四
名

」
四
邑
集
団
計
一
八
名

　
　
開
平
県
出
身
者
　
　
二
名

　
　
南
海
県
出
身
者
　
　
二
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］

三
邑
集
団
計
三
名

　
　
番
禹
県
出
身
者
　
　
一
名

　
　
三
水
県
出
身
者
　
　
一
名
）
広
州
府
集
団
計
一
名
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総
　
　
計
　
　
二
二
名

　
台
山
県
出
身
者
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
場
合
と
共
通
し
て
い
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

の
最
上
位
団
体
の
「
三
藩
市
中
華
総
会
館
」
の
総
董
の
地
位
を
、
輪
番
制
で
台
山
系
（
甯
陽
会
館
）
が
、
一
〇
回
中
五
回
を
占
め
る
こ

と
と
相
似
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
西
マ
レ
イ
シ
ア
ー
の
首
都
の
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
の
「
吉
隆
坡
広
肇
会
館
」
の
場
合
は
、
タ
イ
国
の
場
合
と
相
違
し
て
、
広

州
府
其
の
も
の
が
も
っ
と
も
多
数
を
占
め
、
会
員
数
の
ハ
○
％
を
占
め
、
し
か
も
「
吉
隆
坡
広
肇
会
館
」
に
下
属
す
る
一
四
会
館
の

う
ち
、
広
州
府
系
一
二
会
館
、
肇
慶
府
系
は
二
会
館
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
県
別
会
員
数
で
最
大
多
数
を
占
め
る
も
の
は
、
岡
州
会
館

　
（
新
会
県
）
で
三
千
三
百
余
名
、
そ
れ
を
つ
ぐ
も
の
は
、
「
順
徳
会
館
」
二
千
九
百
余
名
等
で
、
台
山
会
館
の
会
員
は
九
百
余
名
に

す
ぎ
な
い
。
同
じ
く
ｍ
訃
で
も
、
新
会
県
人
を
主
体
と
し
て
い
る
点
で
相
違
を
み
て
い
る
。
肇
慶
府
属
の
も
の
は
、
「
高
要
会
館
」

　
二
百
名
、
「
鶴
山
会
館
」
八
百
余
名
に
す
ぎ
な
い
。
（
一
九
五
二
年
度
）

　
何
れ
に
も
せ
よ
、
「
泰
京
広
肇
会
館
」
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
台
山
系
を
主
体
と
す
る
広
州
府
集
団
が
圧
倒
的
で
「
広
肇
会
館
」

と
い
う
よ
り
は
、
「
広
州
会
館
」
と
呼
称
し
て
も
差
支
え
な
い
実
体
を
保
有
し
て
い
る
。

　
そ
の
会
員
数
と
出
身
地
別
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
「
泰
京
広
肇
会
館
八
十
週
年
記
念
刊
Ｌ
（
民
国
四
十
七
年
出
版
）
と
、
同
じ
く

そ
の
「
九
十
週
年
記
念
刊
」
（
民
国
五
十
七
年
出
版
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
参
加
敬
老
会
寿
翁
寿
姿
姓
名
一
覧
表
」
に
は
、
各
自
の

出
身
地
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
一
応
参
考
の
た
め
そ
れ
ら
を
出
身
県
別
に
分
類
す
れ
ば
、
次
の
通
り
と
な
る
。

　
八
十
週
年
記
念
刊
（
七
〇
才
以
上
）
　
九
十
週
年
記
念
刊
（
七
五
才
以
上
）

　
出
身
県
　
　
会
員
数
　
　
　
　
　
　
出
身
県
　
　
会
員
数
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台
山
県
　
　
五
〇
名

新
会
県
　
　
四
〇
名

開
平
県
　
　
六
三
名

恩
平
県
　
　
一
七
名

南
海
県
　
　
一
五
名

番
禹
県
　
　
一
四
名

順
徳
県
　
　
一
二
名

中
山
県
　
　
一
二
名

東
莞
県
　
　
　
七
名

鶴
山
県
　
　
　
五
名

四
会
県
　
　
　
一
名

四
　
　
邑

三
　
　
邑

広
州
府
属

肇
慶
府
属

台
山
県
　
　
四
〇
名

新
会
県
　
　
三
〇
名

開
平
県
　
　
五
六
名

恩
平
県
　
　
二
九
名

南
海
県
　
　
一
五
名

番
禹
県
　
　
二
二
名

順
徳
県
　
　
　
八
名

中
山
県
　
　
一
一
名

東
莞
県
　
　
一
四
名

花
　
県
　
　
　
一
名

広
東
県
　
　
　
一
名

増
城
県
　
　
　
一
名

三
水
県
　
　
　
九
名

肇
慶
県
　
　
　
一
名

四
会
県
　
　
　
二
名

鶴
山
県
　
　
　
四
名

新
興
県
　
　
　
一
名



　
総
　
計
　
二
三
八
名
　
　
　
　
　
　
総
　
計
　
二
五
二
名

　
前
表
は
七
〇
ー
七
五
才
以
上
の
老
年
者
に
つ
て
の
み
出
身
地
別
で
、
全
体
の
明
確
な
実
態
を
把
握
し
え
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
こ
で
は
開
平
県
が
第
一
位
で
、
台
山
県
は
第
二
位
と
な
っ
て
い
る
が
、
総
董
の
選
出
回
数
は
、
開
平
県
二
回
、
台
山
県
一
二

回
で
、
総
会
員
数
の
う
ち
で
は
、
台
山
県
出
身
者
が
第
一
位
を
占
め
る
も
の
と
み
て
差
支
え
な
い
。
両
表
と
も
、
四
邑
集
団
が
三
桁

の
第
一
位
、
三
邑
集
団
は
二
桁
で
第
二
位
、
そ
の
他
広
州
府
属
の
も
の
何
れ
も
第
三
位
で
、
広
州
府
系
集
団
と
し
て
の
実
態
を
明
ら

か
に
し
、
肇
慶
府
属
の
も
の
は
有
力
集
団
を
形
成
す
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

　
台
山
県
集
団
＝
現
在
の
十
八
屈
理
事
は
、
理
事
長
に
台
山
県
・
副
理
事
長
は
順
徳
県
出
身
一
名
、
肇
慶
府
高
要
県
出
身
一
名
の
計

二
名
で
、
四
邑
・
三
邑
・
肇
慶
各
集
団
の
連
合
の
体
制
が
保
持
さ
れ
て
い
る
。

　
四
邑
集
団
の
う
ち
、
こ
と
に
台
山
県
出
身
者
の
支
配
が
目
立
っ
て
い
る
が
、
台
山
県
は
西
江
デ
ル
タ
地
帯
を
少
し
く
西
方
に
離
れ

て
、
山
多
く
水
少
い
荒
蕪
の
地
で
あ
っ
て
、
客
家
と
の
土
客
の
闘
争
の
も
っ
と
も
は
げ
し
く
戦
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
て
、
人
口

は
も
と
八
十
四
万
余
を
算
し
た
も
の
が
、
漸
次
七
十
余
万
人
へ
と
減
少
し
、
早
く
か
ら
海
外
進
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
バ
ン

コ
ッ
ク
で
も
っ
と
も
早
く
会
館
を
組
織
す
る
の
み
な
ら
ず
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
」
八
一
九
年
開
港
と
と
も
に
、
最
初
に
上
陸
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

も
、
台
山
県
人
の
曹
亜
志
で
あ
り
、
曹
家
館
を
創
設
し
て
い
た
。

肇
　
慶
　
　
　
二
名

高
明
県
　
　
　
三
名

高
要
県
　
　
　
二
名

広
西
省
　
　
　
一
名

不
　
明
　
　
　
一
名
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そ
の
他
、
米
大
陸
の
カ
ナ
ダ
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ほ
か
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
西
マ
レ
イ
シ
ア
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
各
方
面
へ

重
労
働
者
・
職
人
・
雑
業
者
等
と
し
て
進
出
し
、
本
国
の
台
山
県
は
華
僑
送
金
に
よ
っ
て
、
生
活
を
維
持
す
る
非
生
産
的
華
僑
地
区

と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
タ
イ
国
で
は
、
重
労
働
者
と
い
う
よ
り
は
、
職
人
的
で
、
木
工
・
機
器
工
・
印
刷
工
か
ら
鋼
鉄
行
・
木
行

・
精
米
業
・
新
聞
出
版
・
製
材
業
・
建
築
業
・
家
具
製
造
業
等
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
が
、
最
近
は
上
海
方
面
か
ら
の
近
代
的
な
江

浙
資
本
に
お
さ
れ
て
い
き
、
そ
の
中
心
的
な
事
業
は
機
器
業
の
み
に
お
い
て
他
荷
を
圧
倒
し
て
い
る
。
現
理
事
長
は
、
洋
行
買
弁
出

身
で
運
輸
・
貿
易
・
建
築
業
を
自
家
経
営
し
て
い
る
。
華
僑
資
本
が
伝
統
的
職
種
か
ら
開
放
さ
れ
て
多
角
的
な
発
展
を
と
げ
て
き
て

い
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
み
す
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
会
館
の
役
員
＝
‥
会
館
の
役
員
に
は
、
現
在
の
一
名
の
名
誉
理
事
長
黄
宣
義
（
新
会
県
）
は
、
初
代
理
事
長
黄
求
標
の
長
男
（
木
匠
店

・
建
築
業
経
営
一
九
四
一
没
）
で
あ
っ
て
、
製
材
・
木
材
有
限
公
司
を
経
営
す
る
ほ
か
、
火
鋸
（
製
材
）
公
会
司
庫
、
天
華
医
院
董
事
、

中
華
総
商
会
監
察
委
員
・
広
肇
学
校
校
董
会
主
席
、
本
会
館
第
七
―
一
一
届
、
す
な
わ
ち
一
〇
年
間
も
理
事
長
を
つ
と
め
、
会
館
代

表
と
し
て
多
方
面
的
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
理
事
長
黄
雲
快
（
台
山
県
）
は
本
会
館
の
一
四
・
一
五
・
一
六
・
一
七
届
の

理
事
長
と
し
て
、
専
ら
会
館
の
諸
事
業
の
た
め
に
、
出
銭
出
力
の
労
を
つ
く
し
て
い
る
。

　
副
理
事
長
は
、
前
述
の
通
り
三
邑
集
団
・
肇
慶
集
団
の
各
一
名
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
秘
書
・
財
政
・
審
計
・
各
一
名
、
常
務
理
事

三
名
、
理
事
一
三
名
を
も
っ
て
理
事
会
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
監
事
五
名
、
広
肇
廟
産
保
管
監
察
と
参
事
六
名
、
法
律

顧
問
一
名
が
お
か
れ
て
い
る
。

　
会
館
の
学
校
教
育
・
医
院
・
山
荘
の
三
大
事
業
運
営
の
た
め
、
男
子
委
員
一
二
二
名
、
女
子
委
員
一
〇
五
名
、
計
二
二
七
名
の
多

数
の
も
の
の
選
出
を
み
て
お
り
、
各
事
業
は
綿
密
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
女
子
委
員
が
か
な
り
多
数
を
占
め
て
い
る
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こ
と
に
つ
い
て
は
、
番
禹
県
・
順
徳
県
方
面
か
ら
の
独
身
女
性
が
富
裕
家
庭
の
奴
隷
的
と
さ
え
み
ら
れ
る
終
身
不
婚
家
事
使
用
人
と

し
て
、
ご
く
少
数
は
小
胆
・
仕
立
職
・
そ
の
他
職
人
と
し
て
進
出
す
る
も
の
も
少
く
な
い
結
果
と
み
ら
れ
る
。
バ
ン
コ
ッ
ク
に
は

「
番
禹
会
館
」
の
設
立
を
み
て
い
な
い
が
、
マ
レ
イ
シ
ア
の
そ
れ
の
一
二
二
頁
に
わ
た
る
多
数
の
会
員
登
記
に
お
け
る
姓
別
を
概
観

す
る
場
合
、
正
確
な
算
出
は
省
略
し
た
が
、
女
子
会
員
数
の
方
が
若
干
上
ま
わ
る
よ
う
に
さ
え
み
ら
れ
穏

　
本
会
館
の
委
員
制
の
分
科
は
明
ら
か
に
さ
れ
え
な
い
が
、
小
・
中
学
校
・
医
院
・
墓
地
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
科
委
員
会
が

設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
福
寿
会
=
そ
の
ほ
か
、
ギ
ル
ド
保
険
に
該
当
す
る
「
福
寿
会
」
組
織
が
あ
っ
て
、
入
会
基
金
三
五
八
ー
ツ
、
死
亡
会
員
あ
る
と
き

は
一
名
に
つ
い
て
各
入
会
者
は
五
八
ー
ッ
を
支
払
い
、
総
額
の
一
〇
％
は
会
館
の
公
共
費
用
に
あ
て
ら
れ
る
。
死
亡
者
に
対
し
て

は
、
六
、
〇
〇
〇
八
ー
ツ
が
贈
ら
れ
、
送
葬
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
〇
ｌ
一
九
六
七
年
に
わ
た
る
収
入
総

額
六
一
四
、
一
六
九
・
二
〇
八
ー
ッ
、
支
払
総
額
は
二
七
四
、
二
三
二
・
八
〇
バ
Ｉ
ッ
で
、
残
高
は
三
三
九
、
九
三
七
・
四
〇
八
Ｉ

ッ
を
算
し
て
、
会
館
の
経
費
不
足
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。
但
し
、
天
災
・
戦
災
・
流
行
病
等
に
際
し
て
、
多
数
の
死
亡
者
の
あ

る
と
き
は
、
そ
の
次
の
月
収
実
額
を
平
均
分
配
す
る
こ
と
に
き
め
ら
れ
て
い
る
。

　
如
上
、
広
肇
会
館
は
同
郷
会
員
の
養
生
送
死
に
つ
い
て
各
般
の
社
会
福
祉
を
主
要
任
務
と
し
、
有
銭
出
銭
・
有
力
出
力
の
原
則
に

よ
る
相
互
扶
助
団
体
と
し
て
の
構
造
と
職
能
を
も
つ
郷
脊
的
集
団
と
し
て
の
、
留
派
的
、
も
し
く
は
個
体
的
存
在
と
し
て
の
基
盤
を

固
め
て
い
る
。
か
つ
て
の
本
国
民
間
社
会
に
お
け
る
広
肇
系
諸
団
体
の
う
ち
、
業
脊
的
集
成
団
体
の
広
州
七
十
二
行
の
み
は
例
外
と

し
て
、
伝
統
主
義
な
郷
脊
的
構
成
を
保
守
し
て
い
る
。
華
語
と
は
大
い
に
相
違
す
る
「
広
府
語
」
と
、
特
殊
な
慣
習
を
も
つ
エ
ス
ニ

ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
留
派
的
存
在
と
し
て
批
判
さ
れ
が
ち
な
個
体
と
し
て
の
み
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機
能
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
以
下
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
四
　
八
ン
コ
ッ
ク
華
僑
社
会
に
お
け
る
広
章
帑
の
相
互
関
連
機
構

　
　
「
泰
京
広
肇
会
館
」
そ
れ
自
体
は
、
広
肇
学
校
・
広
肇
医
院
・
広
肇
墳
場
を
も
ち
、
自
留
の
社
会
福
祉
と
団
結
を
固
く
す
る
以
外

に
、
下
属
姓
氏
団
体
の
一
例
と
し
て
は
、
台
山
県
を
主
体
と
す
る
四
邑
集
団
が
優
位
を
占
め
、
同
様
な
傾
向
を
も
つ
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
・
バ
ン
ク
ー
バ
ー
に
お
け
る
と
同
様
「
黄
姓
」
の
大
族
が
優
位
を
占
め
る
こ
と
か
ら
し
て
、
下
部
の
血
緑
的
団
体
と
し
て
、
「
泰

国
黄
氏
宗
親
総
会
」
が
あ
る
以
外
に
、
四
邑
集
団
の
み
で
構
成
さ
れ
る
「
泰
国
黄
江
夏
堂
」
が
あ
っ
て
、
理
事
長
黄
永
康
（
新
会
県

人
）
顧
問
兼
校
主
黄
鴻
秋
（
台
山
県
人
）
で
、
そ
れ
自
体
で
「
居
正
学
校
」
を
経
営
し
て
い
る
。

　
潮
州
系
の
黄
姓
は
、
別
に
「
泰
国
黄
氏
江
夏
慈
善
社
」
（
理
事
長
、
黄
同
青
、
掲
陽
県
人
）
を
も
ち
、
そ
れ
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
「
潮

州
江
夏
堂
」
と
も
同
様
の
構
成
を
も
っ
て
い
る
。

　
同
窓
会
と
し
て
は
、
「
泰
京
広
肇
校
友
会
」
が
あ
り
、
理
事
長
は
季
子
逢
（
粤
籍
）
、
副
理
事
長
は
黄
子
清
（
開
平
県
人
）
と
李
林

衍
（
恩
平
県
人
）
で
あ
る
。
そ
の
勢
力
は
、
潮
州
系
の
培
英
学
校
同
窓
の
形
成
す
る
培
英
ブ
ロ
ッ
ク
に
遠
く
お
よ
ば
な
い
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

　
医
院
慈
善
機
関
と
し
て
は
、
か
つ
て
の
本
国
の
広
州
市
に
お
け
る
九
善
堂
・
広
済
医
院
の
場
合
と
同
様
、
広
肇
脊
の
参
加
す
る
も

の
に
は
、
「
天
華
医
院
」
（
一
九
〇
五
年
創
立
）
や
「
報
徳
善
堂
」
（
一
九
一
〇
年
創
立
）
等
が
あ
る
。
前
者
の
創
弁
人
は
、
潮
州
人
三

名
、
嘉
応
州
客
家
一
名
、
厦
門
人
一
名
と
、
広
州
中
山
県
出
身
の
王
杏
州
一
名
計
六
名
で
、
全
僑
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
一
九
五

四
年
度
の
董
事
数
は
、
潮
州
系
七
名
・
客
家
系
四
名
・
広
州
四
邑
系
三
名
・
海
南
（
涼
州
）
系
三
名
・
福
建
系
二
名
・
江
浙
系
一

－74－



名
・
台
湾
系
一
名
と
、
バ
ン
コ
ッ
ク
華
僑
社
会
の
勢
力
関
係
に
比
例
し
て
選
出
さ
れ
て
い
号

　
「
報
徳
善
堂
」
（
一
九
一
四
年
設
立
）
は
、
医
院
の
ほ
か
、
山
荘
（
墓
地
）
、
火
災
・
飢
饉
・
随
身
証
問
題
等
に
い
た
る
ま
で
の
救
済

・
慈
善
機
関
と
し
て
社
会
的
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
発
起
人
一
一
名
の
う
ち
、
一
〇
名
は
潮
州
人
、
他
の
一
名

は
嘉
応
州
客
家
の
伍
淼
源
が
い
る
に
す
ぎ
ず
、
も
っ
ば
ら
潮
州
系
と
も
み
ら
れ
た
。
だ
が
、
一
九
七
二
年
度
の
董
事
に
つ
い
て
、
計

一
五
名
の
う
ち
、
潮
州
系
は
董
事
長
陳
振
敬
（
饒
平
県
人
）
以
下
計
一
〇
名
、
ほ
か
広
州
四
邑
系
一
名
、
海
南
系
一
名
、
福
建
系
一

名
、
嘉
応
州
客
家
系
一
名
、
台
湾
系
一
名
と
漸
次
潮
州
系
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
全
僑
性
を
若
干
も
た
さ
し
め
る
よ
う
に
か
わ
っ

　
　
　
　
（
3
4
）

て
き
て
い
る
。

　
タ
イ
国
で
は
、
仏
教
思
想
が
支
配
し
、
前
二
者
に
も
そ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
例
外
的
に
道
教
信
仰
の
「
玄
辰
善
堂
」
で
は
、

全
僑
性
で
は
あ
る
が
、
台
山
県
出
身
の
譚
義
操
（
凉
茶
行
経
営
・
別
称
・
凉
茶
大
王
）
が
理
事
長
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
善
堂
は
社
会
的
慈
善
機
関
で
あ
る
以
外
に
、
政
治
的
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
も
作
用
し
、
清
末
広
州
九
善
堂
七
十
二
行
の
粤

漢
鉄
路
風
潮
の
場
合
に
も
、
九
善
党
の
政
治
力
は
明
白
に
さ
れ
て
い
る
。

　
自
留
に
閉
じ
こ
ま
ら
な
い
で
、
徹
底
的
に
縦
横
の
各
諸
団
体
へ
の
代
表
派
遣
に
よ
っ
て
、
各
留
個
体
の
集
成
力
が
形
成
さ
れ
て
い

く
。
そ
の
最
高
集
成
団
体
と
し
て
は
、
バ
ン
コ
ッ
ク
で
は
「
泰
国
中
華
総
商
会
」
（
一
九
一
〇
年
創
立
）
が
あ
る
。
別
に
、
一
九
〇
七

年
孫
文
・
汪
精
衛
ら
に
よ
っ
て
、
全
僑
的
に
設
立
さ
れ
た
政
治
色
の
濃
い
「
中
華
会
館
」
が
あ
る
が
、
今
日
で
は
、
そ
の
名
称
に
み

ら
れ
る
バ
ン
コ
ッ
ク
華
僑
社
会
の
最
高
集
成
団
体
と
し
て
の
実
体
は
な
く
、
黄
魂
中
学
を
経
営
し
て
い
る
が
、
一
部
政
治
的
に
偏
倚

し
た
団
体
と
し
て
残
存
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
広
肇
留
と
の
関
係
は
み
ら
れ
ず
、
客
家
系
と
海
南
系
の
参
加
が
目
立
っ
て
い
る
。

に
い
ろ
、
そ
れ
に
か
わ
る
最
高
集
成
団
体
と
し
て
地
位
は
「
泰
国
中
華
総
商
会
」
こ
そ
が
保
持
し
て
い
る
。
そ
の
名
称
か
ら
す
れ
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ば
、
総
合
的
経
済
団
体
と
し
て
み
ら
れ
る
が
、
バ
ン
コ
ッ
ク
華
僑
社
会
の
自
治
機
構
の
最
高
集
成
団
体
で
あ
っ
て
、
経
済
的
指
物
の

側
面
を
つ
よ
く
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
体
は
、
各
郷
畜
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
表
達
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
政
治
的
、
社
会
的
機
能

を
も
果
し
て
い
る
。
一
九
六
九
年
度
の
役
員
五
〇
名
の
う
ち
、
潮
州
畜
は
主
席
黄
作
明
（
澄
海
県
人
）
以
下
計
二
九
名
、
客
家
畜
七

名
、
江
浙
畜
四
名
、
広
肇
畜
三
名
、
海
南
畜
二
名
、
福
建
畜
二
名
、
台
湾
畜
二
名
、
不
明
一
名
と
な
っ
て
い
号

　
広
肇
畜
は
、
バ
ン
コ
ッ
ク
で
も
っ
と
も
早
く
会
館
を
組
織
し
、
潮
州
畜
に
つ
ぐ
勢
力
を
も
っ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
戦
後
進
出
し

て
き
た
近
代
性
に
富
む
江
浙
畜
に
か
さ
れ
が
ち
な
こ
と
が
、
右
の
畜
別
段
員
数
に
も
観
取
さ
れ
る
。
上
海
租
界
経
済
の
初
期
に
優
位

を
占
め
て
い
た
広
肇
公
所
が
漸
次
江
浙
畜
、
こ
と
に
寧
波
畜
と
そ
の
地
位
の
逆
転
を
み
て
い
っ
た
経
過
と
も
共
通
す
る
も
の
が
、
バ

ン
コ
ッ
ク
の
場
合
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
。

　
何
れ
に
も
せ
よ
、
バ
ン
コ
ッ
ク
華
僑
社
会
の
自
治
機
構
は
連
合
的
に
強
固
に
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。
か
つ
て
、
本
国
で
は
上
層

官
僚
専
制
政
治
の
抑
圧
を
防
衛
す
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
海
外
の
華
僑
社
会
で
は
、
居
住
国
の
政
府
弾
圧
と
、
周
辺
諸
国
の
変
転
き

わ
ま
り
な
い
政
治
情
勢
に
即
応
す
る
た
め
の
自
衛
と
、
華
僑
経
済
社
会
の
発
展
を
企
図
す
る
た
め
に
、
歴
史
的
に
少
く
と
も
唐
宗
代

以
降
か
ら
「
潜
運
黙
移
」
の
う
ち
に
、
身
に
つ
け
た
伝
統
と
慣
行
の
表
現
と
し
て
そ
の
強
固
な
自
治
機
構
の
成
立
を
み
て
き
た
も
の

と
解
釈
す
る
以
外
に
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
中
世
北
ド
イ
ツ
の
バ
ル
ト
海
沿
岸
地
方
の
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
以
下
の
諸
都
市
が
、

横
行
す
る
海
賊
に
対
す
る
防
衛
と
商
権
独
占
の
た
め
に
、
ハ
ン
ザ
同
盟
を
形
成
す
る
に
い
た
る
経
過
を
想
起
せ
し
め
る
も
の
が
あ

る
。
な
お
、
重
要
な
広
肇
畜
の
経
済
活
動
面
の
実
態
観
察
は
、
最
初
の
こ
と
わ
り
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
他
の
各
畜
と
総
括
し
て
明

ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
「
泰
国
中
華
総
商
会
」
に
つ
い
て
も
、
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
（
１
）
　
市
舶
司
の
創
設
さ
れ
た
年
代
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
常
設
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
玄
宗
開
元
以
後
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
右
に
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